
よ
り
多
く
の
年
金
を
受
け
た
い

人
は
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い

【
付
加
年
金
】

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
や
任

意
加
入
被
保
険
者
が
、
定
額
保
険
料

（
月
額
１
６
，
６
１
０
円
）
に
付
加

保
険
料
（
月
額
４
０
０
円
）
を
上
乗

せ
し
て
納
付
す
る
と
、
次
の
計
算
に

よ
る
額
が
付
加
年
金
と
し
て
老
齢
基

礎
年
金
に
加
算
さ
れ
ま
す
。

●
付
加
年
金
額
＝
２
０
０
円
×
付
加

保
険
料
を
納
め
た
月
数

必
要
な
も
の　

年
金
手
帳

申
込
・
問
合
先　

国
保
年
金
課

【
国
民
年
金
基
金
】

　

国
民
年
金
基
金
は
、
老
齢
基
礎
年

金
に
上
乗
せ
し
て
給
付
す
る
公
的
な

個
人
年
金
制
度
で
す
。

対
象　

国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

で
、
定
額
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
人

※
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
、
海
外

居
住
さ
れ
て
い
て
国
民
年
金
に
任
意

加
入
し
て
い
る
人
も
加
入
で
き
ま
す
。

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

　

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、
公

的
年
金
な
ど
の
収
入
や
所
得
額
が
一

定
基
準
額
以
下
の
、
年
金
受
給
者
の

生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年
金
に

上
乗
せ
し
て
支
給
さ
れ
る
も
の
で

す
。

　

受
け
取
り
に
は
請
求
書
の
提
出
が

必
要
で
す
。案
内
や
事
務
手
続
き
は
、

日
本
年
金
機
構
（
年
金
事
務
所
）
が

実
施
し
ま
す
。

対
象

●
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
、
次
の

要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て
い
る
人

・
65
歳
以
上
で
あ
る

・
世
帯
員
全
員
の
市
町
村
民
税
が
非

課
税
と
な
っ
て
い
る

・
前
年
の
年
金
収
入
額
と
そ
の
他
所

得
額
の
合
計
が
約
88
万
円
以
下
で
あ

る●
障
害
基
礎
年
金
・
遺
族
基
礎
年
金

を
受
給
し
、
次
の
要
件
を
満
た
し
て

い
る
人

・
前
年
の
所
得
額
が
約
４
７
２
万
円

以
下
で
あ
る

請
求
方
法

●
新
た
に
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
受
給
す
る
人
…
対
象
と
な
る
人
に

は
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
請
求
書（
は
が
き
型
）

が
８
月
下
旬
か
ら
送
付
さ
れ
て
い
ま

す
。
請
求
書
に
記
入
の
う
え
提
出
し

掛
け
金　

加
入
時
の
年
齢
や
性
別
に

よ
っ
て
変
わ
り
ま
す
。
納
め
た
掛
け

金
は
全
額
、
国
民
年
金
保
険
料
と
同

様
に
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
に

な
り
ま
す
。

申
込
・
問
合
先　

大
阪
府
国
民
年
金

基
金（
０
１
２
０・６
５・４
１
９
２
）

※
付
加
年
金
も
国
民
年
金
基
金
も
保

険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
、
学
生
納

付
特
例
を
受
け
て
い
る
期
間
は
加
入

で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
付
加
年
金
と

国
民
年
金
基
金
の
両
方
に
同
時
に
加

入
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
10
年
間
付
加
保
険
料
を

納
め
る
と
…

２
０
０
円
×
12
ヵ
月
×
10
年
＝

年
額
２
４
，
０
０
０
円
が
加
算

国
民
年
金

て
く
だ
さ
い
。
来
年
１
月
４
日
ま
で

に
請
求
手
続
き
が
完
了
し
た
人
は
、

令
和
３
年
10
月
分
か
ら
さ
か
の
ぼ
っ

て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
年
金
を
受
給
し
は
じ
め
る
人
…
年

金
請
求
手
続
き
と
併
せ
て
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

●
現
在
、
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

を
受
給
し
て
い
る
人
…
支
給
要
件
を

満
た
す
場
合
、
２
年
目
以
降
の
手
続

き
は
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。
支
給

要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
、

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。
そ
の
際
は
「
年
金
生
活

者
支
援
給
付
金
不
該
当
通
知
書
」
が

送
ら
れ
て
き
ま
す
。

問
合
先　

年
金
給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

ル
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
７
０
・

０
５
・
４
０
９
２
）

※
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
の
請
求

で
困
っ
た
と
き
は
、
問
い
合
わ
せ
て

く
だ
さ
い
。

　

日
本
年
金
機
構
や
厚
生
労
働
省

を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や
案
内
に

ご
注
意
く
だ
さ
い
。
日
本
年
金

機
構
や
厚
生
労
働
省
か
ら
、
口
座

番
号
や
暗
証
番
号
を
お
聞
き
し
た

り
、
手
数
料
な
ど
の
金
銭
を
求
め

た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

広　

告

広　

告

◇

イベントなどへの参加の際は手洗いやマスク着用などにご協力をお願いします

12広報いずみさの 令和3年10月号
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